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(57)【要約】
【課題】比重の異なる第１成分と第２成分とを含む検体
中の第１成分と第２成分とを分離するための分離部を備
えるマイクロチップにおいて、流体処理に必要な量の第
１成分を確実に分離して取り出すことができ、取り出さ
れた第１成分について正確かつ信頼性の高い検査または
分析を行なうことができるマイクロチップを提供する。
【解決手段】内部に流体回路を有するマイクロチップで
あって、互いに比重の異なる第１成分と第２成分とを含
有する検体を流体回路内に導入するための検体導入口を
有し、流体回路は、検体導入口に接続され、検体導入口
から導入された検体の計量を行なうための所定の容積を
有する検体計量部と、検体計量部に接続され、計量され
た検体の全量を収容できる容量を有する部位であって、
計量された検体の全量を収容するとともに、収容された
検体中の第１成分と第２成分とを分離するための分離部
とを含むマイクロチップである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基板と、前記第１の基板上に積層され、基板表面に溝を備える第２の基板とを含
み、前記溝および前記第１の基板における前記第２の基板側表面から構成される空間を含
む流体回路を有するマイクロチップであって、
　互いに比重の異なる第１成分と第２成分とを含有する検体を前記流体回路内に導入する
ための検体導入口を有し、
　前記流体回路は、
　前記検体導入口に接続され、前記検体導入口から導入された検体の計量を行なうための
所定の容積を有する検体計量部と、
　前記検体計量部に接続され、計量された検体の全量を収容できる容量を有する部位であ
って、計量された検体の全量を収容するとともに、収容された検体中の前記第１成分と前
記第２成分とを分離するための分離部と、
を含むマイクロチップ。
【請求項２】
　前記分離部は、計量された検体を収容するための開口と、分離された第１成分を収容す
るための第１成分収容部と、分離された第２成分を収容するための第２成分収容部と、を
この順で含み、
　前記第１成分収容部の容積は、計量された検体の体積より大きい請求項１に記載のマイ
クロチップ。
【請求項３】
　第１の基板と、前記第１の基板上に積層され、基板の両表面に溝を備える第２の基板と
、前記第２の基板上に積層される第３の基板とを含み、
　前記流体回路は、
　前記第１の基板における前記第２の基板側表面および前記第２の基板における前記第１
の基板側表面に設けられた溝から構成される空間からなる第１の流体回路と、
　前記第３の基板における前記第２の基板側表面および前記第２の基板における前記第３
の基板側表面に設けられた溝から構成される空間からなる第２の流体回路と、
を含む請求項１または２に記載のマイクロチップ。
【請求項４】
　前記第１の流体回路が前記検体計量部を有し、前記第２の流体回路が前記分離部を有す
る請求項３に記載のマイクロチップ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＤＮＡ、タンパク質、細胞、免疫および血液等の生化学検査、化学合成なら
びに環境分析などに好適に使用されるμ－ＴＡＳ（Ｍｉｃｒｏ　Ｔｏｔａｌ　Ａｎａｌｙ
ｓｉｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）などとして有用なマイクロチップに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、医療や健康、食品、創薬などの分野で、ＤＮＡ（Ｄｅｏｘｙｒｉｂｏ　Ｎｕｃｌ
ｅｉｃ　Ａｃｉｄ）や酵素、抗原、抗体、タンパク質、ウィルスおよび細胞などの生体物
質、ならびに化学物質を検出あるいは定量する重要性が増してきており、それらを簡便に
測定できる様々なバイオチップおよびマイクロ化学チップ（以下、これらを総称してマイ
クロチップと称する。）が提案されている。
【０００３】
　マイクロチップは、実験室で行なっている一連の実験または分析操作を、数ｃｍ～１０
ｃｍ角で、厚さ数ｍｍ～数ｃｍ程度のチップ内で行なえることから、検体および試薬が微
量で済み、コストが安く、反応速度が速く、ハイスループットな検査または分析ができ、
検体を採取した現場で直ちに検査結果を得ることができるなど多くの利点を有している。
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【０００４】
　マイクロチップは、その内部に流体回路を有しており、該流体回路は、たとえば検査ま
たは分析の対象である検体（たとえば、血液等）と混合あるいは反応させる、または該検
体を処理するための液体試薬を保持するための液体試薬保持部；該検体や液体試薬を計量
するための計量部；検体と液体試薬とを混合するための混合部；該混合液について検査ま
たは分析を行なうための検出部などの各部位と、これら各部位を適切に接続する微細な流
路とから主に構成される。マイクロチップは、典型的には、これに遠心力を印加可能な装
置に載置して使用される。マイクロチップに適切な方向の遠心力を印加することにより、
検体（または検体中の特定成分）および／または液体試薬の計量、検体（または検体中の
特定成分）と液体試薬との混合、ならびに得られた混合液の検出部への導入等の処理を行
なうことができる。なお、マイクロチップ内でなされる、各種液体（検体、検体中の特定
成分、液体試薬、またはこれらのうちの２種以上の混合物もしくは反応物など）のある部
位から他の部位への移送、計量、混合などの処理を以下では「流体処理」ということがあ
る。
【０００５】
　たとえば特許文献１には、血液検査用チップとして好適に用いられるマイクロチップが
開示されている。当該文献に開示されるマイクロチップは、マイクロチップ内に導入され
た全血から血球成分を分離し、血漿成分を取り出すための血球分離部を流体回路の一部と
して備えており、血漿成分のみを用いた検査を可能としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－１３３８０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　図２８は、特許文献１（図３～４、６～１２）に記載される２層の流体回路を備えるマ
イクロチップを構成する第２の基板の一部を拡大して示す上面図および下面図である。図
２８（ａ）は第２の基板を上から見たときの図であり、マイクロチップの第１の流体回路
（上側流体回路）およびそこに存在する液体（検体など）の位置を示している。図２８（
ｂ）は第２の基板を下から見たときの図であり、マイクロチップの第２の流体回路（下側
流体回路）およびそこに存在する液体（検体など）の位置を示している。なお、図２８（
ｂ）では、図２８（ａ）に示される第１の流体回路との対応関係が明確に把握できるよう
、左右反転させた状態で第２の流体回路を示している。
【０００８】
　図２８を参照して、検体として全血を用いた場合を例に挙げて、特許文献１に記載のマ
イクロチップを用いた流体処理の例を説明する。まず、検体導入口１２０’から全血６０
０’を導入した後、マイクロチップに対して、図２８における下向きに遠心力を印加する
。これにより、全血６００’は、貫通穴２０ａ’を通って第２の流体回路に移動し、つい
で、流量制限部７００’を通って血球分離部４２０’に導入される〔図２８（ｂ）参照〕
。血球分離部４２０’に導入された全血は、上記下向きの遠心力によって遠心分離され、
血漿成分（上層）と血球成分（下層）とに分離される。一方、血球分離部４２０’から溢
れた全血は、貫通穴２０ｂ’を通って第１の流体回路に移動し、廃液溜め４３０’に収容
される〔図２８（ａ）参照〕。図２８（ａ）および（ｂ）は、以上の流体処理を行なった
ときの状態を示したものである（特許文献１の図６に相当）。
【０００９】
　上記のような構成の流体回路を有する特許文献１のマイクロチップには以下に示す点に
おいて改善の余地があった。すなわち、特許文献１のマイクロチップにおいては、血球分
離部４２０’の上方に流量制限部７００’を設け、その流路幅を狭くして、血球分離部４
２０’に導入する際の全血６００’の流量および液幅を制限することにより、全血６００
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’が血球分離部４２０’内に確実に誘導され、かつ血球分離部４２０’が全血６００’で
充填されるように設計しているが、流量制限部７００’の流路幅が狭いことによって、全
血６００’の全量が流量制限部７００’を通過するまでの間に、全血６００’が流量制限
部７００’にて遠心分離され、血漿成分の比率が高くなった層と血球成分の比率が高くな
った層とに分離する、いわゆる「前分離」が生じることがあった。前分離が生じた状態の
全血６００’を血球分離部４２０’に導入すると、実際の血球濃度（採取した検査対象で
ある全血の血球濃度）よりも高い血球濃度を有する全血が血球分離部４２０’内に収容さ
れ、実際の血球濃度よりも低い血球濃度を有する全血がオーバーフローして廃液溜め４３
０’に収容されることになる。このような成分含有量の変動が生じると、マイクロチップ
内で行なう流体処理に必要な量の血漿成分が得られず（特許文献１における検体計量部４
０１，４０２，４０３，４０４，４０５，４０６に送液される血漿成分中に血球成分が混
入する。）、検査不良の原因となり得る。
【００１０】
　一方、前分離を防止するために、流量制限部７００’の流路幅を広くすると、全血６０
０’が血球分離部４２０’の底部に達する前に血球分離部４２０’の挟部４２１’を満た
し、血球分離部４２０’内部の空気の排出を阻害して、血球分離部４２０’に全血６００
’が充填されなくなる「詰まり現象」が生じやすくなる。かかる詰まり現象が生じた場合
にも、必要量の血漿成分を得ることができなくなるため、検査不良の原因となり得る。
【００１１】
　そこで本発明は、互いに比重の異なる第１成分（たとえば血漿成分）と第２成分（たと
えば血球成分）とを含む検体（たとえば全血）中の第１成分と第２成分とを遠心分離によ
り分離するための分離部を備えるマイクロチップにおいて、マイクロチップ内における流
体処理に必要な量の第１成分を確実に分離して取り出すことができ、もって、取り出され
た第１成分について正確かつ信頼性の高い検査または分析を行なうことができるマイクロ
チップ（たとえば血液検査用マイクロチップ）を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、第１の基板と、該第１の基板上に積層され、基板表面に溝を備える第２の基
板とを含み、該溝および第１の基板における第２の基板側表面から構成される空間を含む
流体回路を有するマイクロチップであって、流体回路内に、互いに比重の異なる第１成分
と第２成分とを含有する検体を導入するための検体導入口を有し、流体回路は、検体導入
口に接続され、検体導入口から導入された検体の計量を行なうための所定の容積を有する
検体計量部と、検体計量部に接続され、計量された検体の全量を収容できる容量を有する
部位であって、計量された検体の全量を収容するとともに、収容された検体中の第１成分
と第２成分とを分離するための分離部とを含むマイクロチップを提供する。
【００１３】
　分離部は、計量された検体を収容するための開口と、分離された第１成分を収容するた
めの第１成分収容部と、分離された第２成分を収容するための第２成分収容部とをこの順
で含む構造であることができる。第１成分収容部の容積は、計量された検体の体積より大
きいことが好ましい。
【００１４】
　本発明のマイクロチップは、第１の基板と、該第１の基板上に積層され、基板の両表面
に溝を備える第２の基板と、該第２の基板上に積層される第３の基板とを含むものであっ
てもよい。この場合、流体回路は、第１の基板における第２の基板側表面および第２の基
板における第１の基板側表面に設けられた溝から構成される空間からなる第１の流体回路
と、第３の基板における第２の基板側表面および第２の基板における第３の基板側表面に
設けられた溝から構成される空間からなる第２の流体回路とを含む。このような２層の流
体回路を有するマイクロチップにおいては、たとえば、第１の流体回路が検体計量部を有
し、第２の流体回路が分離部を有する構成とすることができる。
【発明の効果】
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【００１５】
　本発明のマイクロチップによれば、検体中の第１成分と第２成分とを分離するための分
離部の前（すなわち、流体回路における検体移動方向の上流側）に検体の所定量を計量す
るための検体計量部を設け、かつ分離部を、計量された検体の全量を収容できる容量にし
ているため、仮に上述のような前分離が生じた場合であっても、分離部に収容された検体
の成分含有量の変動は生じず、マイクロチップ内における流体処理に必要な量の第１成分
を確実に分離して取り出すことができ、もって、取り出された第１成分について正確かつ
信頼性の高い検査または分析を行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明のマイクロチップを構成する第２の基板の一例を一部拡大して示す平面図
である。
【図２】本発明のマイクロチップの一例を示す外形図である。
【図３】本発明のマイクロチップを構成する第２の基板の一例を示す上面図である。
【図４】本発明のマイクロチップを構成する第２の基板の一例を示す下面図である。
【図５】図２～図４に示されるマイクロチップを用いた流体処理の全血計量、試薬計量工
程における第２の基板の上面（第１の基板側表面）の液体の状態および下面（第３の基板
側表面）の液体の状態を示す図である。
【図６】図２～図４に示されるマイクロチップを用いた流体処理の全血移動工程における
第２の基板の上面（第１の基板側表面）の液体の状態および下面（第３の基板側表面）の
液体の状態を示す図である。
【図７】図２～図４に示されるマイクロチップを用いた流体処理の血球分離工程における
第２の基板の上面（第１の基板側表面）の液体の状態および下面（第３の基板側表面）の
液体の状態を示す図である。
【図８】図２～図４に示されるマイクロチップを用いた流体処理の血漿成分計量工程にお
ける第２の基板の上面（第１の基板側表面）の液体の状態および下面（第３の基板側表面
）の液体の状態を示す図である。
【図９】図２～図４に示されるマイクロチップを用いた流体処理の第１混合工程第１ステ
ップにおける第２の基板の上面（第１の基板側表面）の液体の状態および下面（第３の基
板側表面）の液体の状態を示す図である。
【図１０】図２～図４に示されるマイクロチップを用いた流体処理の第１混合工程第２ス
テップにおける第２の基板の上面（第１の基板側表面）の液体の状態および下面（第３の
基板側表面）の液体の状態を示す図である。
【図１１】図２～図４に示されるマイクロチップを用いた流体処理の第２混合工程第１ス
テップにおける第２の基板の上面（第１の基板側表面）の液体の状態および下面（第３の
基板側表面）の液体の状態を示す図である。
【図１２】図２～図４に示されるマイクロチップを用いた流体処理の第２混合工程第２ス
テップにおける第２の基板の上面（第１の基板側表面）の液体の状態および下面（第３の
基板側表面）の液体の状態を示す図である。
【図１３】図２～図４に示されるマイクロチップを用いた流体処理の検出部導入工程にお
ける第２の基板の上面（第１の基板側表面）の液体の状態および下面（第３の基板側表面
）の液体の状態を示す図である。
【図１４】本発明のマイクロチップの他の一例を示す上面図である。
【図１５】図１４に示されるマイクロチップを用いた流体処理のサンプル管収容工程にお
ける液体の状態を示す図である。
【図１６】図１４に示されるマイクロチップを用いた流体処理の試薬計量工程における液
体の状態を示す図である。
【図１７】図１４に示されるマイクロチップを用いた流体処理の全血計量工程における液
体の状態を示す図である。
【図１８】図１４に示されるマイクロチップを用いた流体処理の血漿分離工程における液
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体の状態を示す図である。
【図１９】図１４に示されるマイクロチップを用いた流体処理の血漿成分計量工程におけ
る液体の状態を示す図である。
【図２０】図１４に示されるマイクロチップを用いた流体処理の第１混合工程第１ステッ
プにおける液体の状態を示す図である。
【図２１】図１４に示されるマイクロチップを用いた流体処理の第１混合工程第２ステッ
プにおける液体の状態を示す図である。
【図２２】図１４に示されるマイクロチップを用いた流体処理の第１混合工程第３ステッ
プにおける液体の状態を示す図である。
【図２３】図１４に示されるマイクロチップを用いた流体処理の第２混合工程第１ステッ
プにおける液体の状態を示す図である。
【図２４】図１４に示されるマイクロチップを用いた流体処理の第２混合工程第２ステッ
プにおける液体の状態を示す図である。
【図２５】図１４に示されるマイクロチップを用いた流体処理の第２混合工程第３ステッ
プにおける液体の状態を示す図である。
【図２６】図１４に示されるマイクロチップを用いた流体処理の検出部導入工程における
液体の状態を示す図である。
【図２７】図２６に示されるマイクロチップの検出部に光を照射し、光学測定を行なう様
子を示す図である。
【図２８】特許文献１に開示される２層の流体回路を備えるマイクロチップの一部を拡大
して示す上面図および下面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明のマイクロチップは、各種化学合成、検査または分析等を、それが有する流体回
路を用いて行なうことができるチップであり、少なくとも、第１の基板と、該第１の基板
上に積層され、基板表面に溝を備える第２の基板とから構成される。マイクロチップの流
体回路は、上記溝および第１の基板における第２の基板側表面から構成される空間を含む
。マイクロチップの大きさは、特に限定されず、たとえば縦横数ｃｍ～１０ｃｍ程度、厚
さ数ｍｍ～数ｃｍ程度とすることができる。
【００１８】
　また、本発明のマイクロチップは、第１の基板と、該第１の基板上に積層され、基板の
両表面に溝を備える第２の基板と、該第２の基板上に積層される第３の基板とを含むもの
であってもよい。この場合、流体回路は、第１の基板における第２の基板側表面および第
２の基板における第１の基板側表面に設けられた溝から構成される空間からなる第１の流
体回路と、第３の基板における第２の基板側表面および第２の基板における第３の基板側
表面に設けられた溝から構成される空間からなる第２の流体回路との２層構造を有する。
ここで、「２層」とは、マイクロチップの厚み方向に関して異なる２つの位置に流体回路
が設けられていることを意味する。かかる２層の流体回路は、第２の基板を厚み方向に貫
通する貫通穴によって接続することができる。
【００１９】
　流体回路を２層構造とすることにより、流体回路の集積化および高密度化が可能となり
、これにより、より複雑な流体処理が可能なマイクロチップを得ることができる。また、
基板面積（マイクロチップ面積）を小さくすることができる。これにより、基板貼り合わ
せ時における各基板の平面性を確保しやすくなり、基板貼り合わせ時における基板全体に
わたっての圧力均一性が得られやすくなるため、接着不良を防止することができる。
【００２０】
　基板同士を貼り合わせる方法としては、特に限定されるものではなく、たとえば貼り合
わせる基板のうち、少なくとも一方の基板の貼り合わせ面を融解させて溶着させる方法（
溶着法）、接着剤を用いて接着させる方法などを挙げることができる。溶着法としては、
基板を加熱して溶着させる方法；レーザー等の光を照射して、光吸収時に発生する熱によ
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り溶着する方法（レーザー溶着）；超音波を用いて溶着する方法などを挙げることができ
る。なかでもレーザー溶着法が好ましく用いられる。
【００２１】
　本発明のマイクロチップを構成する上記各基板の材質は、特に制限されず、たとえば、
ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリブ
チレンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリカーボ
ネート（ＰＣ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエチレン（ＰＥ
）、ポリアリレート樹脂（ＰＡＲ）、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂（Ａ
ＢＳ）、スチレン－ブタジエン樹脂（スチレン－ブタジエン共重合体）、塩化ビニル樹脂
（ＰＶＣ）、ポリメチルペンテン樹脂（ＰＭＰ）、ポリブタジエン樹脂（ＰＢＤ）、生分
解性ポリマー（ＢＰ）、シクロオレフィンポリマー（ＣＯＰ）、ポリジメチルシロキサン
（ＰＤＭＳ）、ポリアセタール（ＰＯＭ）、ポリアミド（ＰＡ）などの有機材料；シリコ
ン、ガラス、石英などの無機材料等を用いることができる。なかでも、流体回路の形成の
し易さ等を考慮すると、樹脂を用いることが好ましく、より好ましくは、スチレン－ブタ
ジエン共重合体等のスチレン系樹脂である。スチレン－ブタジエン樹脂は、スチレンに起
因する良好な透明性と、ブタジエンに起因する良好な粘性とを併せ持つため、微細パター
ンを形成するために、樹脂と金型の接触面積が非常に高くなる場合であっても、割れるこ
となく、形状を維持したまま、樹脂を金型から容易に離型することができる。
【００２２】
　マイクロチップが第１の基板と、基板表面に溝を備える第２の基板とから構成される場
合、第２の基板は、光学測定の際、検出光が照射される部位を含んでいることから、透明
基板とすることが好ましい。第１の基板は、透明基板であっても不透明基板であってもよ
いが、レーザー溶着を行なう場合には、光吸収率を増大できることから、不透明基板とす
ることが好ましく、基板を樹脂から構成し、該樹脂中にカーボンブラック等の黒色顔料を
添加することにより黒色基板とすることがより好ましい。
【００２３】
　マイクロチップが第１の基板と、基板の両表面に溝を備える第２の基板と、第３の基板
とから構成される場合、レーザー溶着の効率性の観点から、第２の基板を不透明基板とす
ることが好ましく、黒色基板とすることがより好ましい。一方、第１および第３の基板は
、検出部を構築するために、透明基板とすることが好ましい。第１および第３の基板を透
明基板とすると、第２の基板に設けられた貫通穴と、透明な第１および第３の基板とから
検出部（光学測定用キュベット）を形成でき、マイクロチップ表面と略垂直な方向から該
検出部に光を照射して、透過する光の強度（透過率）を検出するなどの光学測定を行なう
ことが可能となる。
【００２４】
　第２の基板表面に、流体回路を構成する溝（パターン溝）を形成する方法としては、特
に制限されず、転写構造を有する金型を用いた射出成形法、インプリント法などを挙げる
ことができる。無機材料を用いて基板を形成する場合には、エッチング法などを用いるこ
とができる。溝の形状は適切な流体回路構造となるように決定される。
【００２５】
　本発明のマイクロチップにおいて、流体回路は、流体回路内の液体（検体、検体中の特
定成分、液体試薬、および、これらのうちの２種以上の混合物または反応物など）に対し
て適切な流体処理を行なうことができるよう、流体回路内の適切な位置に配置された種々
の部位を備えており、これらの部位は、微細な流路を介して適切に接続されている。
【００２６】
　本発明のマイクロチップにおいて流体回路は、検体の計量を行なうための所定の容積を
有する検体計量部と、検体中の成分の分離を行なう分離部とを少なくとも備える。ここで
、「検体」とは、流体回路内に導入される、マイクロチップが行なう検査または分析等の
対象となる物質であり、たとえば全血である。検体は、互いに比重の異なる第１成分と第
２成分とを含んでおり、検体から取り出されて、検査または分析等のための流体処理に供
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されるべき第１成分は、通常、第２成分より比重が小さい。検体は、第１の基板（または
第３の基板）を厚み方向に貫通し、流体回路に接続された貫通穴からなる検体導入口から
流体回路内に導入される。
【００２７】
　上記検体計量部は、検体導入口に接続され、検体導入口から導入された検体の計量を行
なうための部位である。また、上記分離部は、検体計量部に接続され、計量された検体の
全量を収容するとともに、収容された検体中の第１成分と第２成分とを分離するための部
位である。すなわち、これらの部位は、検体導入口→検体計量部→分離部の順で直列的に
接続されており、検体は、マイクロチップへの適切な方向の遠心力の印加により、この順
で各部位を移動する。
【００２８】
　上記のような配置で検体計量部および分離部を設けることにより、検体計量部と分離部
との間に上述のような流量制限部を設けた場合であっても、マイクロチップ内における流
体処理に必要な量の第１成分を確実に分離して取り出すことが可能となる。すなわち、検
体導入口、検体計量部、分離部をこの順で有する本発明のマイクロチップにおいては、検
体導入口から導入された検体は、遠心力の印加により、所定の容積を有する検体計量部に
収容され、当該所定の量の検体が計量される〔過剰分の検体はオーバーフローし、溢出液
収容部（廃液溜め）に収容される〕。「所定の量」とは、マイクロチップ内における流体
処理に必要な量の第１成分を含有している量またはそれ以上の量である。
【００２９】
　ついで、検体計量部と分離部との間に流量制限部が存在する場合には、計量された検体
は、この流量制限部を通って分離部に導入される。この際、分離部は、計量された検体の
全量を収容できる容量を有しているため、計量された検体の全量が分離部に収容されるこ
ととなる。したがって、仮に流量制限部において、上述のような「前分離」が生じた場合
であっても、分離部に収容された検体の成分組成は、検体導入口から導入される検体と等
しく、成分含有量の変動は生じない。よって、分離部には、マイクロチップ内における流
体処理に必要な量の第１成分を含有している量またはそれ以上の量で検体が収容されるの
で、これを遠心分離することにより、マイクロチップ内における流体処理に必要な量の第
１成分を確実に分離して取り出すことができる。
【００３０】
　なお、流量制限部はなくてもよいが、計量された検体を確実に分離部へ誘導するために
流量制限部を設ける方が好ましい。
【００３１】
　図１は、本発明のマイクロチップを構成する第２の基板の一例を一部拡大して示す平面
図であり、後述する第１の実施の形態に係るマイクロチップ１００を構成する第２の基板
の一部を示したものである。後述するように、このマイクロチップ１００は、２層の流体
回路を有しており、図１は下側流体回路（第２の流体回路）の一部を示している。図１を
参照して、マイクロチップ１００は、その下側流体回路の一部として、流量制限部７００
と分離部４２０とを備える。図示されるように、分離部４２０は、流量制限部７００の端
部直下に設けられる、検体を受け入れるための開口４２１と、遠心分離により分離された
第１成分を収容するための第１成分収容部４２２と、分離された第２成分を収容するため
の第２成分収容部４２４とをこの順で含む構造であることが好ましい。第１成分収容部４
２２と第２成分収容部４２４とは、比較的容量の小さい（幅の狭い）空間からなる挟部４
２３によって接続されている。分離部４２０は、この狭部４２３内に第１成分と第２成分
との界面が位置するように設計される。遠心分離により第１成分収容部４２２に収容され
た第１成分は、次工程にて、マイクロチップに対して図１における右向きの遠心力を印加
することにより、狭部４２３および第２成分収容部４２４に収容された液体（主に第２成
分からなる）から分離されて取り出される。なお、流量制限部７００と、図１に示されて
いない検体計量部（上側流体回路内に配置されている）とは、貫通穴３０によって接続さ
れている。
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【００３２】
　流量制限部７００の流路幅などの影響により、上記構成のマイクロチップにおいても、
上述のような「詰まり現象」が生じることを完全には否定できない。したがって、詰まり
現象が生じても必要量の第１成分を確実に得ることができるよう、分離部４２０における
第１成分収容部４２２の容積を、計量された検体の体積（すなわち、検体計量部の容積）
より大きくしておくことが好ましい。これにより、詰まり現象が生じた場合であっても、
第１成分収容部４２２のみで、計量された検体の全量を収容することができるため、詰ま
り現象により検体が分離部４２０からオーバーフローして、分離部４２０に収容される検
体量が不足するという不具合を防止することができる。第１成分収容部４２２の容積は、
当該領域の溝の深さや第１成分収容部４２２を画する壁Ｋの長さの調整により容易に調整
することができる。
【００３３】
　本発明のマイクロチップは、たとえば血液検査用マイクロチップとして好適に用いるこ
とができ、この場合、上記分離部を、流体回路内に導入された全血から、血球成分（第２
成分）を分離除去し、血漿成分（第１成分）を抽出するための血球分離部として利用する
ことができる。取り出された血漿成分は、流体回路内で必要な流体処理が施され、検査ま
たは分析に供される。
【００３４】
　流体回路は、上記検体計量部および分離部以外の他の部位を有していてもよい。他の部
位としては、特に限定されるものではないが、液体試薬を保持するための試薬保持部；取
り出された第１成分（たとえば血漿成分）を計量するための第１成分計量部；液体試薬を
計量するための試薬計量部；計量された液体試薬と計量された第１成分とを混合するため
の混合部；得られた混合液についての検査または分析（たとえば、混合液中の特定成分の
検出）を行なうための検出部などを挙げることができる。これらの各部位は、それぞれ１
つのみであってもよいし、２以上あってもよい。また、本発明のマイクロチップは、これ
ら例示された部位のすべてを有していてもよく、いずれか１以上を有していなくてもよい
。また、これら例示された部位以外の部位を有していてもよい。
【００３５】
　なお、「液体試薬」とは、マイクロチップが行なう検査または分析の対象となる検体（
第１成分）を処理する、または該検体と混合あるいは反応される試薬であり、通常、マイ
クロチップ使用前にあらかじめ流体回路の試薬保持部に内蔵されている。
【００３６】
　流体回路が２層構造である場合、上記各部位は、第１の流体回路内、第２の流体回路内
のいずれに配置されていてもよいが、流体回路の高集積化および高密度化の観点から、検
体計量部を第１の流体回路内に配置した場合には、分離部は第２の流体回路内に配置する
ことが好ましい。
【００３７】
　本発明のマイクロチップが試薬保持部を有する場合においては、マイクロチップ表面（
第１または第３の基板表面）には、内部の試薬保持部まで貫通する貫通穴である試薬導入
口が設けられるのが通常である。このようなマイクロチップは、通常、試薬導入口から液
体試薬が注入された後、マイクロチップ表面に当該試薬導入口を封止するためのラベルま
たはシールが貼着されて、使用に供される。
【００３８】
　検体の計量；検体からの第１成分の抽出；第１成分および液体試薬の計量；第１成分と
液体試薬との混合、得られた混合液の検出部への導入などのような流体回路内における種
々の流体処理は、マイクロチップに対して、適切な方向の遠心力を順次印加することによ
り行なうことができる。マイクロチップへの遠心力の印加は、マイクロチップを、遠心力
を印加可能な装置（遠心装置）に載置して行なうことができる。遠心装置は、回転自在な
ローター（回転子）と、該ローター上に配置された回転自在なステージとを備えることが
できる。該ステージ上にマイクロチップを載置し、該ステージを回転させてローターに対
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するマイクロチップの角度を任意に設定することにより、マイクロチップに対して任意の
方向の遠心力を印加することができる。
【００３９】
　第１成分と液体試薬とを混合させることによって最終的に得られた混合液は、特に限定
されないが、たとえば、混合液を収容した検出部に光を照射し、透過する光の強度（透過
率）を検出する方法；検出部に保持された混合液についての吸収スペクトルを測定する方
法等の光学測定などの供され、検査または分析が行なわれる。
【００４０】
　以下、実施の形態を示して、本発明を詳細に説明する。
　＜第１の実施形態＞
　図２は、本発明のマイクロチップの一例を示す外形図であり、図２（ａ）は上面図、図
２（ｂ）は側面図、図２（ｃ）は下面図である。図２に示されるマイクロチップ１００は
、透明基板である第１の基板１０１、黒色基板である第２の基板１０２および透明基板で
ある第３の基板１０３をこの順で貼り合わせてなる〔図２（ｂ）参照〕。これら基板の縦
横の長さは、特に限定されないが、本実施形態においては、横（図２におけるＡ）およそ
６２ｍｍ×縦（図２におけるＢ）およそ３０ｍｍとしている。また、本実施形態において
、第１の基板１０１、第２の基板１０２および第３の基板１０３の厚み（それぞれ図２の
Ｃ、ＤおよびＥ）は、それぞれ約１．６ｍｍ、約９ｍｍ、約１．６ｍｍとしている。ただ
し、これらに限定されるものではない。
【００４１】
　第１の基板１０１には、その厚み方向に貫通する試薬導入口１１０（本実施形態におい
て合計１１個）および検体（たとえば全血）をマイクロチップの流体回路内に導入するた
めの検体導入口１２０が形成されている。本実施形態のマイクロチップ１００は、通常、
液体試薬を試薬導入口１１０から注入した後、試薬導入口１１０を封止用ラベル等により
封止して、実使用に供される。
【００４２】
　第２の基板１０２には、その両面に形成された溝および厚み方向に貫通する複数の貫通
穴が形成されており、これに第１の基板１０１および第３の基板１０３を貼り合わせるこ
とによって、マイクロチップ内部に２層の流体回路が形成されている。なお、以下では、
第１の基板１０１における第２の基板１０２側表面および第２の基板１０２における第１
の基板１０１側表面に設けられた溝から構成される流体回路を「第１の流体回路」、第３
の基板１０３における第２の基板１０２側表面および第２の基板１０２における第３の基
板１０３側表面に設けられた溝から構成される流体回路を「第２の流体回路」と称する。
これら２つの流体回路は、第２の基板１０２に形成された厚み方向に貫通する貫通穴によ
って連結している。以下、第２の基板１０２の両面に形成された流体回路（溝）の構成に
ついて詳細に説明する。
【００４３】
　図３および図４に、それぞれ第２の基板１０２の上面図および下面図を示す。図３は、
第２の基板１０２の上側流体回路（第１の流体回路）を示しており、図４は、下側流体回
路（第２の流体回路）を示している。なお、図４では、図３に示される上側流体回路との
対応関係が明確に把握できるよう、左右反転させた状態で第２の基板１０２の下側流体回
路を示している。本実施形態のマイクロチップ１００は、１つの検体について６項目の検
査または分析を行なうことができる多項目チップであり、その流体回路は、６項目の検査
または分析を行なうことができるよう、６つのセクション（図３におけるセクション１～
６）に分けられている〔ただし、第１成分計量部設置領域（下側流体回路上部領域）にお
いてこれらのセクションは互いに接続されている〕。このように、本発明によれば、２層
の流体回路を有するため、流体回路の集積化・高密度化が可能であり、比較的小さな面積
を有しているにもかかわらず、多項目の検査または分析が可能なマイクロチップを提供で
きる。
【００４４】
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　上記各セクションには、第１の流体回路（上側流体回路）内に、液体試薬が内蔵された
試薬保持部が１つまたは２つ設けられている（図３における試薬保持部３０１ａ、３０１
ｂ、３０２ａ、３０２ｂ、３０３ａ、３０３ｂ、３０４ａ、３０４ｂ、３０５ａ、３０５
ｂおよび３０６ａの合計１１個）。図２における検体導入口１２０から導入された検体は
、計量され、ついで血球成分が分離除去された後、各セクションに分配されるとともに計
量されると、別途計量された各セクション内の１種または２種の液体試薬と混合されて、
それぞれ検出部３１１、３１２、３１３、３１４、３１５、３１６に導入される。各セク
ションの各検出部に導入された混合液は、たとえば、マイクロチップ表面と略垂直な方向
から検出部に光を照射し、その透過光の透過率を測定する等の光学的測定に供され、該混
合液中の特定成分の検出等がなされる。これら一連の流体処理は、マイクロチップに対し
て適切な方向の遠心力を印加することにより、液体試薬、検体、第１成分または第１成分
と液体試薬との混合液を、各セクションに設けられた２層の流体回路内の各部位へ適切な
順序で移動させていくことにより行なわれる。マイクロチップへの遠心力の印加は、たと
えば上記した遠心装置に載置して行なうことができる。
【００４５】
　各試薬保持部は、第２の基板１０２を貫通する貫通穴を介して試薬計量部と接続されて
いる。たとえば、セクション１の試薬保持部３０１ａ（図３参照）と試薬計量部４１１ａ
（図４参照）とは、貫通穴２１ｂによって接続されている。他の試薬保持部および試薬計
量部についても同様である。このように、２層の流体回路を設け、これらを貫通穴によっ
て連結させることにより、比較的面積の小さなマイクロチップであっても、第１の流体回
路－第２の流体回路相互間を移動させることにより流体回路を効率的に利用することがで
き、複雑な液体移動等も制御可能となる。
【００４６】
　また、上記各セクションには、その第２の流体回路（下側流体回路）内に、検体から分
離された第１成分を計量する第１成分計量部（図４における検体計量部４０１、４０２、
４０３、４０４、４０５、４０６の合計６個）および液体試薬を計量する試薬計量部（図
４における試薬計量部４１１ａ、４１１ｂ、４１２ａ、４１２ｂ、４１３ａ、４１３ｂ、
４１４ａ、４１４ｂ、４１５ａ、４１５ｂおよび４１６ａの合計１１個）が設けられてい
る。各第１成分計量部は、流路によって直列的に接続されている（図４参照）。
【００４７】
　また、本実施形態のマイクロチップ１００は、マイクロチップ内に導入された検体を計
量する検体計量部５００（図３参照）、流量制限部７００（図４参照）、および、計量さ
れた検体から第２成分を分離し、第１成分（液体試薬と混合される成分）を取り出すため
の分離部４２０を備えている（図４参照）。第１成分と第２成分との分離は、遠心分離に
よりなされる。検体計量部５００と流量制限部７００とは、貫通穴３０によって接続され
ている。
【００４８】
　また、マイクロチップ１００は、図３に示されるように、計量時において検体計量部お
よび第１成分計量部から溢れ出た検体または第１成分を収容するための溢出液収容部３３
０ａ，３３０ｂ、ならびに、計量時において試薬計量部から溢れ出た液体試薬を収容する
ための溢出試薬収容部３３１ａ、３３１ｂ、３３２ａ、３３２ｂ、３３３ａ、３３３ｂ、
３３４ａ、３３４ｂ、３３５ａ、３３５ｂおよび３３６ａが設けられている。溢出液収容
部３３０ｂは、流路１６ａ（図４参照）、厚み方向に貫通する貫通穴２６ａおよび流路１
６ｂ（図３参照）を介して第１成分計量部４０６に接続されている。また、各溢出試薬収
容部は、対応する試薬計量部に、流路および貫通穴を介して接続されている。たとえば、
セクション１において、試薬保持部３０１ａ内に収容される液体試薬を計量するための試
薬計量部４１１ａと、溢れ出た液体試薬を収容する溢出試薬収容部３３１ａ（図３参照）
とは、流路１１ａ（図４参照）、厚み方向に貫通する貫通穴２１ａおよび流路１１ｂ（図
３参照）を介して接続されている。他の溢出試薬収容部についても同様である。
【００４９】
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　このように、マイクロチップが、溢出液収容部および溢出試薬収容部（以下、まとめて
溢出収容部と称することがある。）を備えることにより、当該溢出収容部における溢出物
の有無を検出することによって、検体、第１成分または液体試薬が遠心操作により確実に
計量部に移送され、かつ当該計量部が、被計量物で満たされたかどうかを容易に確認する
ことができる。すなわち、溢出収容部に溢出物が存在することが検知されれば、計量部に
おいて検体、第１成分または液体試薬が正確に計量されたことが保証される。これにより
、検査または分析の信頼性を向上させることができる。
【００５０】
　ここで、溢出収容部内に、溢出物が存在するか否かを検知する方法としては、たとえば
、当該溢出収容部に対して、透明基板である第１の基板１０１側から光を照射し、その反
射光の強度を測定する方法を好ましく用いることができる。用いる光は、特に制限されず
、たとえば波長４００～１０００ｎｍ程度の単色光（たとえばレーザー光）であってもよ
いし、白色光等の混合光であってもよい。反射光の強度の測定は、たとえば市販の反射セ
ンサなどを用いて行なうことができる。
【００５１】
　上記反射光強度の測定を行なうことにより溢出物の有無を検知する方法においては、基
本的には、溢出収容部内に溢出物が導入される前に、溢出収容部に対して、第１の基板１
０１側から光を照射することにより得られる反射光強度と、計量部に被計量物が導入され
た後に、溢出収容部に対して、第１の基板側から光を照射することにより得られる反射光
強度との比を求め、当該強度比から溢出物の有無を検知する。すなわち、当該比（導入後
の反射光強度／導入前の反射光強度）が１より小さい場合（導入後の反射光強度がより小
さい場合）には、溢出収容部内に、溢出物が存在すると判断される。ただし、マイクロチ
ップ間の製造振れが小さく、溢出物導入前の反射光強度が、マイクロチップ間でほぼ一定
とみなすことができる場合には、溢出物導入前における反射光強度の測定は省略すること
が可能である。
【００５２】
　このように、本実施形態のマイクロチップ１００は、各液体試薬に対応する合計１１個
の溢出試薬収容部と２個の溢出液収容部を有しており、これらは、第１の流体回路（上側
流体回路）内に配置されている（図３参照）。すべての溢出収容部を一方の流体回路に配
置することにより、反射光強度測定の際、マイクロチップを裏返す必要がなく、簡便かつ
迅速にすべての溢出収容部における溢出物の有無を検知することができる。また、これら
の溢出収容部、とりわけ溢出試薬収容部および溢出液収容部３３０ｂは、第２の基板表面
に形成された一方の流体回路内において、同一円の円周上に配置されることが好ましい（
図３参照。マイクロチップ１００では、合計１１個の溢出試薬収容部と１個の溢出液収容
部３３０ｂがこのような配置となっている。）。当該円は、マイクロチップに遠心力を付
与するためにマイクロチップを公転させる際の公転中心を中心とする円であることが好ま
しい。より具体的には、マイクロチップは、通常、回転自在な円形状ステージを有する遠
心装置の該円形状ステージ上に載置されて遠心力が印加されることから、公転中心を中心
とする円とは、当該円形状ステージの回転中心を中心とする円ともいうことができる。こ
のように、同一円の円周上に溢出収容部を配置することにより、固定された光源（または
光源と反射光強度測定手段とが一体化された装置）から光を照射するとともに、マイクロ
チップを載置した円形状ステージを回転させて、各溢出収容部を、当該照射光の光軸上に
順に配置していくことにより反射光強度を測定することができるため、反射光強度の測定
を簡便かつ迅速に行なうことができる。
【００５３】
　次に、本実施形態のマイクロチップ１００を用いた流体処理の一例を、図５～１３を参
照して説明する。図５～１３は、流体処理の各工程における第２の基板１０２の上面（第
１の基板側表面）の液体（検体、第１成分、液体試薬および第１成分と液体試薬との混合
液）の状態および下面（第３の基板側表面）の液体の状態を示す図である。各図における
（ａ）が第２の基板上面（第１の流体回路）の液体の状態を示す図であり、（ｂ）が第２
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の基板下面（第２の流体回路）の液体の状態を示す図である。なお、図５～１３の（ｂ）
においては、図４と同様に、図５～１３の（ａ）に示される上側流体回路との対応関係が
明確に把握できるよう、左右反転させた状態で第２の基板１０２の下側流体回路を示して
いる。また、以下の説明においては、セクション１の流体回路における流体処理について
のみ説明するが、他のセクションについても同様の処理がなされており、このことは、図
面を参照することにより明確に理解することができる。さらに、以下では、検体が全血で
ある場合を例に説明するが、検体の種類はこれに限定されるものではない。
【００５４】
　（１）全血計量、液体試薬計量工程
　まず、本工程において、図３および４に示される状態にあるマイクロチップに対して、
図５における下向き（以下、単に下向きという。図６～１３についても同様であり、また
、他の方向についても同様である。）に遠心力を印加する。これにより、第１の基板１０
１の検体導入口１２０（図２参照）から導入された全血６００は、検体計量部５００に導
入され、計量される。検体計量部５００からオーバーフローした全血６００は、溢出液収
容部３３０ａに収容される〔図５（ａ）参照〕。また、この下向きの遠心力印加により、
液体試薬保持部３０１ａ、３０１ｂ内の液体試薬は、それぞれ貫通穴２１ｂ、２１ｃを通
って試薬計量部４１１ａ、４１１ｂに至り、計量される〔図５（ｂ）参照〕。各液体試薬
計量部から溢れた液体試薬は、それぞれ貫通穴２１ａ、２１ｄを通って、上面側流体回路
内の溢出試薬収容部３３１ａ、３３１ｂに収容される〔図５（ａ）参照〕。この段階で、
液体試薬に関し液量異常がない場合、溢出試薬収容部３３２ｂを除いてすべての溢出試薬
収容部内に液体試薬が存在することとなる。なお、本工程に先立ち、試薬保持部に光を照
射して、その反射光強度を測定することにより、液体試薬の存在を確認してもよい。また
、全血計量、液体試薬計量工程以前の段階で、試薬計量部、混合部、検出部に光を照射し
、その反射光強度を測定することにより、これらの部位に液体試薬や検体が存在しないか
どうかを確認してもよい。
【００５５】
　（２）全血移動工程
　次に、右向きの遠心力を印加する。これにより、検体計量部５００内の計量された全血
６００は、貫通穴３０を通って、下側流体回路の待機部７０１に移動する〔図６（ｂ）参
照〕。
【００５６】
　（３）血球分離工程
　次に、下向きの遠心力を印加する。これにより、待機部７０１の計量された全血６００
の全量が、流量制限部７００を通って、分離部４２０に導入される〔図７（ｂ）参照〕。
分離部４２０に導入された全血６００は、分離部４２０にて遠心分離され、血漿成分（上
層）と血球成分（下層）とに分離される。各液体試薬は再度、試薬計量部に収容される。
【００５７】
　（４）血漿成分計量工程
　次に、右向きの遠心力を印加する。これにより、分離部４２０において分離された第１
成分収容部内の血漿成分は、第１成分計量部４０１に導入され（同時に第１成分計量部４
０２、４０３、４０４および４０５，４０６にも導入される）、計量される〔図８（ｂ）
参照〕。計量部から溢れた血漿成分は、貫通穴２６ａを通って上側流体回路内に移動する
〔図８（ａ）参照〕。なお、この段階で、各第１成分計量部に光を照射して、その反射光
強度を測定することにより、第１成分計量部における血漿成分の存在を確認してもよい。
【００５８】
　（５）第１混合工程
　次に、下向きの遠心力を印加する。これにより、計量された液体試薬（試薬保持部３０
１ａに保持されていた液体試薬）と、第１成分計量部４０１にて計量された血漿成分とが
、試薬計量部４１１ａにおいて混合される〔第１混合工程第１ステップ、図９（ｂ）参照
〕。この際、下側流体回路の混合部４４１ａには、液体試薬が残存している。なお、この
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段階で、各試薬計量部に光を照射して、その反射光強度を測定することにより、試薬計量
部における混合液の存在を確認してもよい。また、この段階で溢出液収容部３３０ｂの反
射光強度を測定することにより、検体導入不足等の不具合をいち早く検知することができ
る。
【００５９】
　次に、右向きの遠心力を印加することにより、混合液は、混合部４４１ａに残存してい
た液体試薬とさらに混合される〔第１混合工程第２ステップ、図１０（ｂ）参照〕。これ
ら第１ステップおよび第２ステップを必要に応じて複数回行ない、確実に混合を行なう。
最終的に、図１０に示される状態と同様の状態を得る。
【００６０】
　（６）第２混合工程
　次に、上向きの遠心力を印加する。これにより、混合部４４１ａ内の混合液は、貫通穴
２１ｅを通って上側流体回路の混合部４４１ｂに至り、計量されたもう一方の液体試薬（
試薬保持部３０１ｂ内に保持されていた液体試薬）もまた、貫通穴２１ｅを通って混合部
４４１ｂに至り、これらは混合される〔第２混合工程第１ステップ、図１１（ａ）参照〕
。なお、この段階で、各混合部に光を照射して、その反射光強度を測定することにより、
混合部における混合液の存在を確認してもよい。
【００６１】
　次に、左向きの遠心力を印加することにより、図１２（ａ）に示されるように、混合液
が移動し、混合が促進される〔第２混合工程第２ステップ、図１２（ａ）参照〕。また、
この左向きの遠心力により、溢出試薬収容部３３２ｂに液体試薬が収容されることとなる
〔図１２（ａ）参照〕。これら第１ステップおよび第２ステップを必要に応じて複数回行
ない、確実に混合を行なう。最終的に、図１２に示される状態と同様の状態を得る。
【００６２】
　（７）検出部導入工程
　最後に、下向きの遠心力を印加する。これにより、混合液は検出部３１１に導入される
〔他の混合液についても同様、図１３（ａ）および（ｂ）参照〕。また、溢出試薬収容部
３３１ａ、３３１ｂおよび溢出液収容部３３０ｂには、液体試薬または血漿成分が収容さ
れた状態となる。他の溢出試薬収容部についても同様である。検出部に充填された混合液
は、光学測定に供され、検査・分析が行なわれる。たとえば、マイクロチップ表面に対し
て略垂直な方向から光を照射し、その透過光を測定することにより、混合液中の特定成分
の検出等がなされる。また、この際、溢出液収容部３３０ｂおよび各溢出試薬収容部に光
を照射し、その反射光の強度を測定することにより、血漿成分または液体試薬の有無を確
認する。血漿成分または液体試薬の有無の確認は必ずしもこの段階で行なわれる必要はな
いが、血漿成分または液体試薬が、すべての溢出液収容部および溢出試薬収容部に収容さ
れ得る状態となるのはこの段階であるため、操作の簡略化のためには、検出部導入工程後
に血漿成分または液体試薬の有無の確認を行なうことが好ましい。
【００６３】
　＜第２の実施形態＞
　図１４は、本発明のマイクロチップの他の一例を示す上面図である。図１４に示される
マイクロチップ８００は、黒色基板である第１の基板と、基板表面に溝を備える透明な第
２の基板との積層体からなり、図１４は、第２の基板側から見たときの上面図である。マ
イクロチップ８００は、第２の基板が有する溝および第１の基板における第２の基板側表
面から構成される空間からなる「１層」の流体回路を有する。
【００６４】
　図１４を参照して、本実施形態のマイクロチップ８００が有する流体回路は、検体（全
血等）を収容したサンプル管（キャピラリー等）を収容するためのサンプル管収容部８０
１；検体を計量する検体計量部８０２；計量された検体から第２成分を分離し、第１成分
（液体試薬と混合される成分）を取り出すための分離部８０３；第１成分と混合される液
体試薬Ｒ１、Ｒ２をそれぞれ保持する試薬保持部８０４，８０５（図１５を併せて参照）
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；液体試薬Ｒ１、Ｒ２をそれぞれ計量するための試薬計量部８０６，８０７；分離された
第１成分を計量するための第１成分計量部８０８；第１成分と液体試薬との混合を行なう
混合部８０９，８１０；第１成分、液体試薬Ｒ１およびＲ２の混合液を収容し、光学測定
を行なうための検出部８１１；から主に構成される。なお、本実施形態のマイクロチップ
８００は流量制限部を有しない。
【００６５】
　本実施形態のマイクロチップ８００を用いた流体処理の一例を、図１５～２７を参照し
て説明する。図１５～２７は、流体処理の各工程におけるマイクロチップ内の液体の状態
（位置等）を示したものである。以下では、検体が全血である場合を例に説明するが、検
体の種類はこれに限定されるものではない。
【００６６】
　まず、サンプル管収容部８０１内に、全血６００を含んだサンプル管９００（キャピラ
リー等）を収容する（サンプル管収容工程、図１５）。なお、マイクロチップ８００の試
薬保持部８０４，８０５には、それぞれ液体試薬Ｒ１、Ｒ２が予め保持されている。次に
、図１５に示される状態にあるマイクロチップに対して、図１５における左向き（以下、
単に左向きという。図１６～２７についても同様であり、また、他の方向についても同様
である。）に遠心力を印加する（試薬計量工程、図１６）。これにより、サンプル管９０
０内の全血は、領域Ａに排出される。また、液体試薬Ｒ１が、試薬計量部８０６に導入さ
れ、計量される。試薬計量部８０６からオーバーフローした液体試薬Ｒ１は、領域Ｂに収
容される。
【００６７】
　次に、下向きの遠心力を印加する（全血計量工程、図１７）。これにより、全血６００
は、検体計量部８０２に導入され、計量される。検体計量部８０２からオーバーフローし
た全血６００は、領域Ｂに収容される。また、計量された一部の液体試薬Ｒ１は、領域Ｃ
に移動する。
【００６８】
　次に、右向きの遠心力を印加する（血漿分離工程、図１８）。これにより、計量された
全血６００の全量が、分離部８０３に導入される。分離部８０３に導入された全血６００
は、分離部８０３にて遠心分離され、血漿成分（上層）と血球成分（下層）とに分離され
る。また、この右向きの遠心力により、液体試薬Ｒ２が、試薬計量部８０７に導入され、
計量される。試薬計量部８０７からオーバーフローした液体試薬Ｒ２は、領域Ｄに収容さ
れる。
【００６９】
　次に、上向きの遠心力を印加する（血漿成分計量工程、図１９）。これにより、分離部
８０３において分離された血漿成分は、第１成分計量部８０８に導入され、計量される。
第１成分計量部８０８から溢れた血漿成分は、領域Ｅに収容される。
【００７０】
　次に、右向きの遠心力を印加する（第１混合工程第１ステップ、図２０）。これにより
、計量された液体試薬Ｒ１と、第１成分計量部８０８にて計量された血漿成分とが、混合
部８０９において混合される。ついで、上向きの遠心力を印加し（第１混合工程第２ステ
ップ、図２１）、さらに右向きの遠心力を印加することにより（第１混合工程第３ステッ
プ、図２２）、液体試薬Ｒ１と血漿成分との混合を促進させる。
【００７１】
　次に、下向きの遠心力を印加する（第２混合工程第１ステップ、図２３）。これにより
、液体試薬Ｒ１と血漿成分との混合液と、計量された液体試薬Ｒ２とが、混合部８１０に
おいて混合される。ついで、左向きの遠心力を印加し（第２混合工程第２ステップ、図２
４）、さらに下向きの遠心力を印加することにより（第２混合工程第３ステップ、図２５
）、液体試薬Ｒ２との混合を促進させる。
【００７２】
　最後に、右向きの遠心力を印加することにより、血漿成分と液体試薬Ｒ１と液体試薬Ｒ
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照射して光学測定を行なう（図２７）。
【００７３】
　以上、本発明のマイクロチップを、好ましい実施形態を挙げて説明したが、本発明のマ
イクロチップは、上記実施形態に限定されるものではない。たとえば、本発明のマイクロ
チップは、必ずしも多項目チップである必要はなく、１種類の検査または分析のみを行な
う単項目チップであってもよい。また、本発明においては、上記した各部位のすべてを有
している必要はなく、いずれか１種以上の部位を有していなくてもよい。あるいは、上記
されていない他の部位を有していてもよい。また、マイクロチップが備える各部位の数も
特に限定されるものではない。
【００７４】
　さらに、本発明のマイクロチップが有する流体回路は、上記実施形態の構造に限定され
るものではなく、種々の構造を採り得る。
【符号の説明】
【００７５】
　１１ａ，１１ｂ，１６ａ，１６ｂ　流路、２０ａ’，２０ｂ’，２１ａ，２１ｂ，２１
ｃ，２１ｄ，２１ｅ，２６ａ，３０　貫通穴、１００，８００　マイクロチップ、１０１
　第１の基板、１０２　第２の基板、１０３　第３の基板、１１０　試薬導入口、１２０
，１２０’　検体導入口、３０１ａ，３０１ｂ，３０２ａ，３０２ｂ，３０３ａ，３０３
ｂ，３０４ａ，３０４ｂ，３０５ａ，３０５ｂ，３０６ａ，８０４，８０５　試薬保持部
、３１１，３１２，３１３，３１４，３１５，３１６，８１１　検出部、３３０ａ，３３
０ｂ　溢出液収容部、３３１ａ，３３１ｂ，３３２ａ，３３２ｂ，３３３ａ，３３３ｂ，
３３４ａ，３３４ｂ，３３５ａ，３３５ｂ，３３６ａ　溢出試薬収容部、４０１，４０２
，４０３，４０４，４０５，４０６，８０８　第１成分計量部、４１１ａ，４１１ｂ，４
１２ａ，４１２ｂ，４１３ａ，４１３ｂ，４１４ａ，４１４ｂ，４１５ａ，４１５ｂ，４
１６ａ，８０６，８０７　試薬計量部、４２０，８０３　分離部、４２０’　血球分離部
、４２１　血球分離部の開口、４２２　第１成分収容部、４２３，４２３’　狭部、４２
４　第２成分収容部、４３０’　廃液溜め、４４１ａ，４４１ｂ，８０９，８１０　混合
部、５００，８０２　検体計量部、６００，６００’　全血、７００，７００’　流量制
限部、７０１　待機部、８０１　サンプル管収容部、９００　サンプル管。
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